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予
　
算

　

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布

に
よ
り
、こ
れ
ま
で
幅
広
く
行
わ
れ

て
い
た
特
別
職
及
び
臨
時
職
員
の

任
用
が
厳
格
化
さ
れ
、新
た
に
会
計

年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入
さ
れ

ま
す
。

　

会
計
年
度
任
用
職
員
は
、一
般
職

員
同
様
の
身
分
や
服
務
規
律
が
適

用
さ
れ
、勤
務
条
件
も
一
般
職
員
に

準
じ
る
こ
と
か
ら
、新
規
条
例
の
制

定
及
び
制
度
導
入
に
伴
う
関
係
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

本
会
議
質
疑
よ
り

　

こ
れ
ま
で
の
歳
入
歳
出
予
算
に

そ
れ
ぞ
れ
５
憶
１
千
671
万
４
千
円

を
追
加
し
、予
算
総
額
を
149
億
５
千

821
万
４
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

〔
質
疑
〕昨
年
、下
水
道
料
金
が
改

正
さ
れ
た
が
、将
来
的
に
水
道
料

金
の
見
直
し
な
ど
も
考
え
て
い
る

の
か
伺
う
。

〔
答
弁
〕本
市
の
水
道
事
業
は
非
常

に
厳
し
い
事
業
環
境
に
あ
り
、今
後

は
経
営
戦
略
を
見
直
す
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

　

広
域
水
道
の
受
水
料
金
改
定
の

案
件
が
県
議
会
の
９
月
定
例
会
に

か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、そ
の

結
果
を
踏
ま
え
、今
後
の
経
営
戦
略

の
中
で
水
道
料
金
改
定
の
必
要
性

及
び
改
定
時
期
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
考
え
で
あ
る
。

◎
令
和
元
年
度
白
石
市
一
般
会
計

　
補
正
予
算（
第
４
号
）　
　
　

◎
平
成
30
年
度
白
石
市
一
般
会
計

　
及
び
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
の
認
定
に
つ
い
て
　

〔
質
疑
〕平
成
30
年
度
決
算
を
受
け
、

本
年
度
の
残
り
の
施
策
及
び
来
年

度
の
予
算
編
成
に
対
し
、ど
の
よ

う
に
生
か
し
て
い
こ
う
と
考
え
て

い
る
の
か
伺
う
。

〔
答
弁
〕今
後
の
行
財
政
運
営
に
つ

い
て
は
、単
年
度
で
の
黒
字
化
を
目

指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
い
る
。 

そ
の
た
め
に
は
、 

そ
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市
　
　
長
　
　
提
　
　
案

９
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て（
専
決
第
８
号
）

　
（
令
和
元
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算
）

平
成
30
年
度
白
石
市
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認

定
に
つ
い
て

平
成
30
年
度
白
石
市
水
道
事
業
会
計
及
び
下
水
道
事
業
会
計
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

損
害
賠
償
に
関
す
る
和
解
に
つ
い
て

白
石
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例 

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例

白
石
市
印
鑑
の
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
企
業
立
地
促
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
材
木
岩
公
園
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
幼
稚
園
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

白
石
市
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
給
付
に
関
す
る
利
用
者
負
担
額

を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

白
石
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

白
石
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

令
和
元
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

令
和
元
年
度
白
石
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

令
和
元
年
度
白
石
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

令
和
元
年
度
白
石
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
） 

令
和
元
年
度
白
石
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

令
和
元
年
度
白
石
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

◎
白
石
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の

　
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る

　
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

◎
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導

　
入
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

　
関
す
る
条
例

　

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
事
業

　
　
　
　
　
　

 

１
憶
７
千
890
万
円

○
幼
児
教
育・保
育
無
償
化
事
業

　
　
　
　
　
　

 

３
千
680
万
３
千
円

○
保
育
所
等
整
備
事
業

　
　
　
　
　

 　

１
千
957
万
５
千
円

○
農
商
工
連
携
を
核
と
し
た
賑
わ

　
い
交
流
拠
点
施
設
整
備
事
業

　
　
　
　
　
　
　

 　

１
千
500
万
円

れ
ぞ
れ
の
事
業
に
対
し
て
コ
ス
ト
意

識
を
持
つ
こ
と
が
非
常
に
重
要
で

あ
る
。

　
「
行
政
は
、最
少
の
経
費
で
最
大

の
効
果
を
上
げ
る
」、こ
れ
は
行
政

の
大
き
な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
こ
と
か

ら
、前
例
踏
襲
に
と
ら
わ
れ
ず
、コ

ス
ト
意
識
を
持
っ
て
事
業
を
遂
行
し

な
が
ら
、来
年
度
の
予
算
編
成
に
結

び
つ
け
て
い
き
た
い
。

◎
平
成
30
年
度
白
石
市
水
道
事
業

　
会
計
及
び
下
水
道
事
業
会
計
決

　
算
の
認
定
に
つ
い
て
　
　
　
　


